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氏 名 所 属 等

垣本由紀子
立正大学大学院心理学研究科非常勤講師
医学博士，日本ヒューマンファクター研究所
〔人間工学〕

下村 誠治 TASK（鉄道安全推進会議）副会長
特定非営利活動法人阪神淡路大震災「１．１７希望の灯り」副理事長

髙木 慶子
上智大学特任教授・同学グリーフケア研究所所長
生と死を考える会全国協議会会長
博士（宗教文化）

冨田 信穗
常磐大学教授 人間科学部長
社団法人いばらき被害者支援センター理事長
特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワーク副理事長
〔犯罪学，被害者学〕

中島 聡美
独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 成人精神保健研究部 犯罪被害者等支援研究室長
精神科医師，医学博士，臨床心理士

林 春男 京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・教授
〔社会心理学（災害時の人間行動，防災心理学）〕

美谷島邦子 ８.１２連絡会事務局長
精神保健福祉士

大久保惠美子
（平成２１年度のみ）

特定非営利活動法人全国被害者支援ネットワーク副理事長
社団法人被害者支援都民センター理事
保健師

「公共交通における事故による被害者等への支援のあり方検討会」有識者委員名簿

※所属等は検討会当時のもの。

公共交通事故による被害者等への支援

公共交通事故による被害者等への支援については，航空事故，鉄道事故の被害者や御遺族の方々から，
事故状況や事故原因に関する情報提供や心のケアなどの被害者・家族支援の在り方を，国としても検討し
てほしいとの要請が継続的に行われてきた。
このような声を背景に，平成２０年，運輸安全委員会の設置等を内容とする国土交通省設置法（平１１法

１００）等の一部改正法案の国会審議の際に，「航空事故，鉄道事故又は船舶事故の被害者等に対する支援の
重要性にかんがみ，これまでの事故に関する経験や知見を生かし，関係行政機関等の密接な連携の下，総
合的な施策の推進のために必要な措置を検討すること」との附帯決議がなされた。
これを受けて，国土交通省では，被害者団体，有識者等をメンバーとする「公共交通における事故によ

る被害者等への支援のあり方検討会」を開催した。

検討会では，平成２１年度に，被害者等への支援ニーズの調査や，NTSB（米国国家運輸安全委員会）等
諸外国の被害者支援の取組に関する調査を実施した。また，平成２２年度には，支援の内容や関係機関の役
割分担の在り方，被害者等への一元的な窓口機能の在り方，そのために必要とされる制度の在り方等につ
いて検討を行った。その上で，平成２３年６月，検討会としての取りまとめを行った。
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検討会の取りまとめでは，
① 交通安全対策基本法に基づく交通安全基本計画及び国土交通省交通安全業務計画並びに災害対策基本
法に基づく防災基本計画及び国土交通省防災業務計画に，国土交通省による被害者等支援の取組等を
規定していくこと

② 交通事業者による被害者等支援計画作成のためのガイドラインを国土交通省で策定し，交通事業者に
おける自主的な計画作成を促進すること

③ 国土交通省において，被害者等支援の取組を行うための組織・体制整備を進めること
などの見解が示された。
この取りまとめを踏まえ，国土交通省では，今後，必要な検討を行いながら，公共交通事故被害者等に

対する支援の取組を着実に進めていくこととしている。


